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＜策定体制とスケジュール＞

資料５
第１回北陸圏広域地方計画協議会準備会

平成１９年１月２２日
国土交通省北陸地方整備局
国土交通省北陸信越運輸局



1

北陸圏広域地方計画協議会準備会

幹 事 会

作業チーム

北陸圏広域地方計画懇談会

産業と活力専門分科会 安全・安心と暮らし専門分科会

事務局（準備チーム）

＜協議事項＞（法第10条第１項）

・広域地方計画の策定、実施に関し必要な事項

＜役割＞（法第10条第５項）
・広域地方計画の策定、実施に関する意見

（知事、市・町長、会長・会頭、局長）

＜役割＞
・協議会の円滑な運営の補助
・広域地方計画（案）の検討、策定

＜役割＞
・分野別の専門事項の調査

（準備会構成員の部長等）

＜役割＞
・広域地方計画（素案）の検討、策定

（準備会構成員の課長等）

＜役割＞
・協議会、幹事会、懇談会、専門分科会等に係る庶務
・その他、広域計画の策定、実施に必要な事項に係る庶務

（有識者）

１．策定体制

（有識者＋オブ作業チーム） （有識者＋オブ作業チーム）

＜役割＞
・分野別の専門事項の調査
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２．策定スケジュール（予定）

国土審議会に計画部会を設置 国土審議会に圏域部会を設置

計画部会中間とりまとめ

計画部会最終報告

閣 議 決 定

圏域部会とりまとめ

広域地方計画区域を定める政令の制定

広域地方計画協議会の設置

広域地方計画の決定（大臣）

プレ広域地方計画協議会の設置
平成１８年１１月

平成２０年度初め

平成２０年中頃の前

平成１７年９月

平成１９年中頃目途

全国計画策定後、１年後
（平成２０年中頃目途）

全国計画 広域地方計画

広域地方計画中間とりまとめ

広域地方計画原案とりまとめ

地域の区分の
あり方の検討

平成１８年７月

計画内容の検討

各府省ヒアリング
都道府県・政令市
からの計画提案

政府原案の作成
パブコメ 等

※国土形成計画全国計画は国土利用計画
全国計画と一体作成

計画策定準備

ＰＩ・各省協議


